
料　

１ 150

人（11 ） 1,540

小人（11 ） 1,020

　人 2,260

小　人 1,540

　人 1,230

小　人 820

小 10,280

中 13,370

人 20,570

12月17日（土）～平成29年３月20日（月・祝）
・午前９時～午後４時30分（土・日・祝日は午後５時）

・午後５時30分～午後９時（ナイター）

※期間及び営業時間は積雪状況により変わることがあります。

※２月12日（日）は町スキー大会のため、一般の方の利用は

　午後２時からになります。

　　　　教育委員会生涯スポーツ係　　　☎８５-６１４７　
　　　　白鷹スキーセンター　　　　　　☎８７-２４５６　
　　　　白鷹町営スキー場リフト管理棟　☎８７-２２１５　

　
  
　
　
  
 

注）小人は、小学生以下です。

　　１回券、回数券及び１日券はナイター使用できません。

　　シーズン券はナイターも使用できます。

　　リフトに乗車するすべてのお客様よりリフト料金をい

　　ただきます。（幼児・お年寄りについても同様です）＊

＊＊

　ペアリフトの利用券について

◆シーズン券

【販売期間】

・ 12月12日（月） ～ 16日（金） …教育委員会

・ 12月17日（土） 以降…スキー場リフト管理棟

（営業可能な期間） または教育委員会 （降雪  

   状況によって営業できない期間）

【持参いただくもの】

　右表の料金、 顔写真 （縦２．５㌢×横２㌢）

　※顔写真がないとシーズン券を発行できませ

     んので、 必ず持参ください。

【受付時間】

・ 教育委員会 ： 午前８時30分～午後５時　

（平日のみ）

・ スキー場リフト管理棟 ： スキー場営業時間内

◆学校の授業、 スポーツ少年団の活動にシー

   ズン券は使えません。

◆シーズン券は、 他人に貸したり譲ったりでき

   ません。

◆シーズン券は、 ナイターでも使用できます。

◆団体割引を利用する場合は、 あらかじめ教

   育委員会の許可を受けてください。

★毎月第３日曜日は、 小学生までリフトが無料

   になります。 リフト乗り場で 「スキー子どもの

   日無料パス」 を発行しますので、 身に付け

   てご利用ください。

　スキー場の利用について

◆ゲレンデや駐車場では、 事故防止のためパ

   トロール員や係員の指示に従ってください。

   けがや事故のときは、 パ トロール員や係員

   に連絡してください。

◆スキー、 スノーボードには必ず流れ止めをつ

   けてください。

◆ポールを利用するときは、 リフト管理人の指  

   示に従ってください。

◆ナイタースキーを児童や生徒が利用するとき

   は、 保護者またはそれに代わる人が同伴し

   てください。

◆ナイタースキーでは、 許可団体以外はポー

   ルやコース設定できません。

◆ごみはお持ち帰りください。

白鷹町営スキー場のご案内

オープン！
町営スキー場町営スキー場

冬を楽し
もう！
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